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中
村
菊
男
致
授
學
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

中
村
菊
男
教
授
學
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

1
主
論
丈
近
代
日
本
の
法
的
形
成

　
2
副
論
丈
　
現
代
政
治
の
實
態

　
中
村
菊
男
君
提
出
に
係
る
學
位
論
文
に
つ
い
て
審
査
し
た
結
果
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

　
先
ず
主
論
文
の
構
成
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
部
條
約
改
正
と
法
典
編
纂

　
第
一
章
緒
論

　
第
二
章
　
明
治
初
期
の
條
約
改
正
と
法
典
編
纂

　
　
　
　
e
明
治
政
府
の
條
約
改
正
提
議
　
目
岩
倉
大
使
の
厭
米
派
遣
　
㊧
マ

　
　
　
　
リ
ア
・
ル
ー
ズ
號
事
件
顛
末
　
㊨
江
藤
新
李
の
法
典
編
纂
　
御
大
木

　
　
　
　
喬
任
の
法
典
編
纂
　
㈹
寺
島
宗
則
の
條
約
改
正

　
第
三
章
　
井
上
馨
の
條
約
改
正
と
法
典
編
纂

　
　
　
　
9
刑
法
・
治
罪
法
の
制
定
　
ω
井
上
の
改
正
案
と
厭
化
政
策
　
㊧
國

　
　
　
　
灌
論
の
擾
頭
　
㈲
三
大
建
白
蓮
動
と
秘
密
出
版
事
件
　
㈲
保
安
條
例

　
　
　
　
の
公
布
と
國
民
主
義
蓮
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四
　
　
　
（
一
一
三
二
）

第
四
章
大
隈
重
信
の
條
約
改
正
と
反
封
論
の
動
向

　
　
　
e
大
隈
入
閣
の
事
情
　
⇔
大
隈
の
條
約
改
正
の
概
要
㊧
大
隈
案
反

　
　
　
論
の
擾
頭
と
賛
否
論
戦
　
㈲
大
隈
の
遭
難
と
法
典
編
纂
論
と
の
關
係

第
五
章
奮
民
法
・
商
法
と
法
典
論
雫

　
　
　
　
e
奮
民
法
・
商
法
の
審
議
と
成
立
　
因
民
法
典
論
雫
の
展
開
　
⑫
奮

　
　
　
　
民
法
人
事
編
の
性
格
　
㈲
第
三
帝
國
議
會
に
お
け
る
論
駿
と
延
期
案

　
　
　
　
の
成
立

第
六
章
初
期
議
會
と
條
約
改
正
問
題

　
　
　
　
0
青
木
案
の
提
議
　
⇔
大
津
事
件
と
司
法
灌
濁
立
間
題
　
㊧
榎
本
武

　
　
　
　
揚
と
條
約
改
正
準
備
　
㊨
初
期
議
會
の
状
況

　
第
七
章
　
陸
奥
宗
光
の
條
約
改
正
と
條
約
働
行
論

　
　
　
　
e
陸
奥
の
外
相
就
任
　
◎
民
問
政
裳
の
動
向
　
㊧
條
約
働
行
論
の
擾

　
　
　
　
頭
　
㈲
改
正
談
判
と
日
英
條
約
の
成
立

　
第
八
章
法
典
調
査
會
と
明
治
民
法
・
商
法
の
成
立

　
　
　
　
e
法
典
調
査
會
の
設
置
　
⇔
明
治
民
法
・
商
法
の
成
立

第
二
部
　
民
法
典
論
雫
性
格
論

　
第
一
章
　
民
法
典
論
雫
の
性
格

　
　
　
　
e
民
法
典
論
孚
論
　
⇔
玉
城
肇
氏
説
へ
の
批
到
　
筒
星
野
通
氏
読
へ

　
　
　
　
の
批
判

　
第
二
章
　
奮
民
法
と
民
法
典
論
雫



第
三
章

　
ー
星
野
通
教
授
へ
の
反
論
t

蛋
民
法
と
明
治
民
法

　
－
星
野
通
教
授
を
駁
す
ー

　
結
言

　
明
治
二
十
三
年
に
公
布
さ
れ
た
「
奮
民
法
一
の
施
行
を
め
ぐ
り
、
わ
が
國
の

朝
野
が
延
期
派
と
噺
行
派
に
分
れ
て
抗
孚
し
た
い
わ
ゆ
る
「
明
治
法
典
雫
議
』

は
、
近
代
日
本
の
法
制
史
の
み
な
ら
ず
、
政
治
史
、
砒
會
史
に
お
い
て
、
も
つ

と
も
大
ぎ
な
論
雫
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
論
雫
の
性
格
を
い
か
に
意
義
づ
け
る

か
は
、
近
代
日
本
史
研
究
に
お
け
る
重
要
な
間
題
馳
で
あ
る
。
こ
の
論
雫
の
意

義
を
ま
ず
高
く
評
贋
さ
れ
た
の
は
、
穗
積
陳
重
博
士
で
あ
つ
た
。
穗
積
博
士

は
、
蜥
行
派
の
フ
ラ
ン
ス
系
法
學
者
が
自
然
法
學
的
立
場
に
あ
り
、
こ
れ
に
反

し
て
延
期
派
の
イ
ギ
リ
ス
法
學
者
が
歴
史
法
學
的
立
場
に
あ
る
も
の
と
し
、
こ

の
論
雫
の
本
質
を
、
ド
イ
ッ
に
お
け
る
ザ
ヴ
ィ
ニ
ー
、
テ
ィ
ボ
ー
の
法
典
雫
議

と
同
様
に
、
自
然
法
學
派
と
歴
史
法
學
派
の
雫
い
と
み
る
所
見
を
襲
表
し
た
の

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
昭
和
の
は
じ
め
、
奉
野
義
太
郎
氏
は
、
ド
イ
ッ
の
法
典
箏
議
と

明
治
法
典
雫
議
と
を
封
比
す
る
穗
積
読
は
、
資
本
主
義
護
展
段
階
に
お
け
る
ド

イ
ッ
と
日
本
と
の
構
造
上
の
差
異
を
無
覗
し
た
観
念
法
學
者
の
謬
見
で
あ
る
と

し
、
あ
ら
た
に
、
明
治
法
典
雫
議
の
性
格
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
自
由

民
権
派
と
保
守
的
封
建
的
國
権
主
義
派
と
の
封
立
、
抗
雫
で
あ
る
と
規
定
し

　
　
　
　
中
村
菊
男
教
授
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

そ
れ
は
日
本
資
本
主
義
腱
制
の
構
造
矛
盾
の
私
法
的
表
現
で
あ
る
と
論
結
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
李
野
読
に
は
、
奮
民
法
そ
の
も
の
の
性
格
を
進
歩

的
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
自
由
主
義
的
と
み
る
見
解
が
そ
の
根
底
と
な
つ
て
い
た
。
李

野
読
は
そ
の
後
、
な
が
く
學
界
を
支
配
し
、
い
わ
ゆ
る
通
読
的
立
場
と
し
て
重

き
を
な
し
、
い
ま
な
お
、
そ
の
説
の
支
持
者
は
す
く
な
く
な
い
。
終
職
後
、
明

治
法
制
史
の
研
究
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
角
度
か
ら
活
綾
に
な
る
に
及
び
、
瓜
、
野
氏

の
見
解
に
封
す
る
異
読
が
、
か
な
り
多
く
の
學
者
に
よ
つ
て
提
示
キ
、
」
れ
は
じ

め
、
俄
然
、
明
治
法
典
雫
議
に
關
す
る
論
雫
は
、
斯
界
の
脚
光
を
あ
び
る
に
至

つ
た
。
と
く
に
、
職
前
、
そ
の
利
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
明
治
民
法
史
關
係
資

料
の
解
放
に
俘
い
、
奮
民
法
編
纂
過
程
の
研
究
が
格
段
の
進
捗
を
み
る
や
、
李

野
読
が
よ
つ
て
立
つ
奮
民
法
性
格
論
に
大
き
な
動
揺
を
生
し
た
こ
と
は
、
注
目

す
べ
き
現
象
で
あ
ろ
5
。

　
主
論
文
は
、
著
者
が
そ
う
し
た
反
李
野
読
の
側
に
立
つ
學
者
の
一
人
と
し

て
、
過
去
十
籔
年
に
わ
た
つ
て
、
學
界
に
獲
表
さ
れ
た
奮
民
法
及
び
法
典
雫
議

に
關
す
る
諸
論
読
を
膣
系
的
に
集
成
し
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
條
約
改
正
に
關
す

る
研
究
を
添
加
し
、
以
て
條
約
改
正
と
法
典
雫
議
と
の
關
蓮
を
究
明
し
た
螢
作

で
あ
る
。

　
本
論
文
の
過
牛
を
占
め
る
第
一
部
は
「
條
約
改
正
と
法
典
編
纂
」
と
題
し
、

明
治
政
府
の
樹
立
よ
り
、
明
治
三
十
年
に
い
た
る
期
間
、
す
な
わ
ち
、
岩
倉
具

覗
大
使
欧
米
派
遣
を
中
心
と
す
る
維
新
直
後
の
條
約
改
正
問
題
に
端
を
獲
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
　
二
　
一
三
三
）



　
　
　
　
中
村
菊
男
致
授
學
位
請
求
論
文
審
査
要
旨

井
上
馨
、
大
隈
重
信
、
青
木
周
藏
、
陸
奥
宗
光
等
の
外
務
卿
、
外
務
大
臣
に
よ

つ
て
行
わ
れ
た
條
約
改
正
事
業
の
攣
遷
を
辿
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る

法
典
編
纂
事
業
の
過
程
を
精
細
、
丹
念
に
考
察
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
條
約

改
正
と
法
典
編
纂
と
の
關
蓮
は
、
他
の
學
者
に
お
い
て
も
取
り
あ
げ
ら
れ
、
考

察
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
著
者
は
、
爾
者
の
關
係
は
「
輩
に
外
交
史
的
な
、

或
い
は
法
制
史
的
な
資
料
の
蒐
集
、
整
理
に
よ
る
の
み
で
な
く
新
し
い
文
明
史

的
な
覗
角
か
ら
の
槍
討
が
必
要
」
（
序
言
）
と
の
見
識
に
た
ち
、
爾
者
の
相
關

關
係
を
き
わ
め
て
あ
ざ
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
と
く
に
、
明
治
二
十
二
年

十
月
、
大
隈
外
務
大
臣
の
遭
難
に
も
と
づ
く
條
約
改
正
運
動
の
一
頓
挫
が
、
法

律
取
調
委
員
會
内
部
の
民
法
編
纂
事
業
に
、
一
韓
機
を
も
た
ら
し
た
と
み
る
著

者
の
噺
定
は
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富
む
卓
見
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
條

約
改
正
の
バ
ッ
ク
を
な
す
當
時
の
政
治
状
勢
の
分
析
に
つ
い
て
も
、
資
料
の
整

理
、
考
謹
に
、
多
年
に
わ
た
り
明
治
政
治
史
を
專
攻
さ
れ
た
著
者
な
ら
で
は
の

感
を
ふ
か
く
す
る
。

　
本
論
文
の
第
二
部
は
「
民
法
典
論
雫
性
格
論
一
と
題
し
、
終
職
後
、
基
本
的

に
は
李
野
読
を
傳
承
す
る
星
野
通
博
士
と
の
間
に
行
わ
れ
た
籔
次
に
わ
た
る
著

者
の
論
職
、
お
よ
び
同
じ
く
李
野
読
に
同
調
さ
れ
る
玉
城
肇
氏
説
へ
の
批
到
な

ど
を
通
じ
、
著
者
自
身
の
奮
民
法
性
格
論
並
び
に
民
法
典
論
雫
本
質
論
を
展
開

し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
奮
民
法
性
格
論
は
、
主
と
し
て
そ
の
人
事
編
の
規

定
に
も
と
づ
く
論
臨
で
あ
る
が
、
奮
民
法
編
纂
過
程
に
お
い
て
、
草
案
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六
　
　
　
（
一
二
二
四
》

が
、
進
歩
的
な
も
の
か
ら
逐
次
保
守
的
な
も
の
へ
と
攣
化
し
た
事
實
に
着
目

し
、
公
布
さ
れ
た
奮
民
法
人
事
編
は
、
明
治
民
法
と
同
様
に
反
動
的
な
性
格
を

内
包
し
て
い
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
貼
、
星
野
及
び
玉
城
読
と
は
全
く
封
立
的

で
あ
る
。
著
者
の
結
論
そ
の
も
の
は
、
他
の
學
者
に
よ
つ
て
も
す
で
に
主
張
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
濁
創
的
な
見
解
と
は
い
え
な
い
が
、

し
か
し
、
人
事
編
の
大
部
分
の
條
文
に
つ
い
て
、
星
野
、
玉
城
爾
読
に
封
し
、

微
に
入
り
細
に
わ
た
り
反
駁
さ
れ
て
い
る
著
者
の
詳
密
な
條
文
解
羅
は
、
現
在

の
學
界
に
お
け
る
奮
民
法
人
事
編
研
究
に
一
暦
の
ふ
か
み
を
與
え
た
と
い
う
べ

く
、
そ
の
功
績
は
、
た
か
く
評
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奮
民
法
の
進
歩
性

を
否
認
す
る
著
者
は
、
醤
民
法
の
施
行
を
め
ぐ
る
民
法
典
論
雫
の
性
格
に
つ
い

て
も
、
ま
た
、
李
野
説
お
よ
び
そ
れ
に
同
調
す
る
人
々
の
見
解
と
は
全
く
異
な

つ
た
結
論
に
到
達
し
て
い
る
の
は
、
蓋
し
當
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
前
に
も
一

言
し
た
ご
と
く
、
李
野
説
は
、
奮
民
法
の
進
歩
性
を
是
認
す
る
煎
提
に
た
つ
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
、
民
法
典
論
雫
に
お
け
る
断
行
派
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア

民
主
主
義
的
自
由
民
灌
派
、
延
期
派
を
以
て
保
守
的
封
建
的
國
灌
主
義
派
と
は

み
な
い
。
そ
し
て
論
雫
そ
の
も
の
の
性
格
も
、
ブ
ル
ジ
・
ア
民
主
主
義
封
孚
封

建
主
義
の
封
立
抗
雫
と
い
う
よ
う
な
歴
史
的
次
元
を
異
に
す
る
も
の
と
は
考
え

な
い
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
噺
行
論
者
た
ち
も
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
的
」
な

立
場
は
、
消
極
的
に
す
ら
肯
定
し
て
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
著
者
に
よ
る
と
、
民
法
典
論
雫
は
、
佛
法
學
派
封
英
法
學
派
の
感
情
的
、
功



利
的
な
學
閥
上
の
封
立
に
由
來
す
る
が
、
そ
れ
を
助
長
し
た
最
大
の
原
因
は
、

條
約
改
正
に
關
蓮
す
る
政
治
的
立
場
の
相
違
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第

一
次
伊
藤
内
閣
の
厭
化
政
策
－
そ
れ
も
條
約
改
正
の
一
方
便
で
あ
つ
た
が
i

ー
に
封
す
る
反
動
と
し
て
明
治
十
年
代
か
ら
國
民
主
義
蓮
動
が
擾
頭
し
た
。
こ

の
傾
向
は
二
十
年
代
に
入
つ
て
更
に
顯
著
に
な
り
、
こ
の
派
の
人
々
は
、
條
件

附
條
約
改
正
を
國
権
侵
害
で
あ
る
と
し
、
條
約
改
正
と
法
典
編
纂
の
分
離
を
主

張
し
た
。
こ
の
間
に
お
け
る
政
府
封
民
窯
の
關
係
は
、
軍
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
1
の

封
立
の
み
で
な
く
、
個
人
的
、
窯
派
的
封
立
が
入
り
く
み
複
薙
で
あ
る
。
し
か

し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
二
つ
の
主
張
の
封
立
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
國
権
確

立
の
た
め
に
は
條
約
改
正
が
絶
封
に
必
要
で
あ
る
と
し
、
そ
の
附
糟
條
件
と
し

て
法
典
の
編
纂
の
急
務
を
み
と
め
る
政
府
當
局
並
び
に
そ
の
同
調
者
と
、
他
方

に
お
い
て
條
約
改
正
の
手
段
と
し
て
法
典
編
纂
を
約
束
す
る
こ
と
は
、
國
灌
の

侵
害
と
み
る
見
解
の
封
立
が
そ
れ
で
あ
る
。
前
者
が
漸
行
派
で
、
後
者
が
延
期

派
で
あ
つ
た
と
す
る
の
が
著
者
の
結
論
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
著
者
の
主
論
文
の
要
旨
で
あ
る
。
思
う
に
民
法
典
論
雫
の
本
質
は

き
わ
め
て
複
難
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
解
羅
も
、
學
者
の
思
想
的
立
場
の
相
違
が

あ
る
か
ら
に
は
、
統
一
的
見
解
を
樹
立
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
著
者
の
業
績
は
、
こ
れ
ま
で
の
李
野
読
を
中
心
と
す
る
通
読
的
見
解
に
封

し
て
、
實
謹
的
な
立
場
か
ら
き
わ
め
て
異
色
あ
る
主
張
を
閲
明
し
た
も
の
で
あ

り
、
近
代
日
本
法
制
史
研
究
に
及
ぼ
せ
る
著
者
の
寄
與
は
、
特
筆
す
べ
き
も
の

　
　
　
　
内
山
正
熊
教
授
學
位
請
求
論
丈
審
査
要
旨

が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
副
論
文
「
現
代
政
治
の
實
態
」
は
、
民
主
杜
會
主
義
（
留
日
O
臼
9
ざ

8
a
毘
駐
日
）
の
立
場
に
立
つ
著
者
が
、
「
現
代
政
治
の
杜
會
的
、
思
想
的
背

景
」
「
各
國
政
治
の
諸
形
態
」
「
政
窯
政
治
の
實
態
」
の
三
編
か
ら
成
る
テ
ー
マ

を
論
及
し
た
も
の
で
、
著
者
の
政
治
學
に
封
す
る
並
々
な
ら
ぬ
見
識
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

　
主
論
文
お
よ
び
副
論
文
を
通
じ
て
窺
い
5
る
著
者
の
學
殖
は
、
法
學
博
士
の

學
位
を
與
う
る
に
十
分
な
る
も
の
と
み
と
め
る
。

　
　
昭
和
三
十
五
年
三
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
審
査
委
員
　
慶
懸
義
塾
大
學
教
授
　
法
學
博
士
　
手
塚
　
　
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
感
義
塾
大
學
教
授
　
　
　
　
　
　
島
田
　
久
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
感
義
塾
大
學
教
授
　
　
　
　
　
　
潮
田
　
江
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
　
　
　
（
一
二
二
五
）


